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規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催した役員会において、

規約の一部変更及び役員の選任に関して、2025 年 11 月 26 日開催予定の第 13 回投資主総会（以下「本投資

主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は、

本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１． 規約の一部変更について 

変更の主な内容及び理由は以下のとおりです。 

 

（１） 執行役員及び監督役員の員数について、本投資法人の資産規模等を考慮し、その適正な運営に必

要な役員数と、役員数の増大による負担との均衡を図るために、上限を設けるように変更を行う

ものです。また、当該変更に伴い、必要となる表現の調整を行うものです(規約変更案第 16 条、

第 9 条第 4 項、第 10 条、第 20 条第 2 項)。 

 

（２） 本投資法人の資産規模の拡大に伴い、監査対象及び業務量が増加している状況を踏まえ、会計監

査人に対する報酬額の上限を変更するものです（規約変更案第 25 条）。 

 

（３） 本投資法人が借入先の多様化を進めるにあたり、信用金庫及び信用組合から融資を受けること

も想定されるところ、このために必要となる信用金庫法及び中小企業等協同組合法に基づく出

資を行うことができるよう、本投資法人の投資対象に追加するものです。また、これに伴う条項

数の調整を行うものです（規約変更案第 28 条第 4 項第 13 号、第 14 号及び第 15 号）。 

 

（４） 「投資信託及び投資法人に関する法律」及び「投資法人の計算に関する規則」が改正されたこと

を踏まえ、本投資法人の規約第 34 条における「利益」について、これらの法令に定めるものと

同一であることを明確にするため、所要の変更を行うものです（規約変更案第 34 条第 1 項第 1

号）。 
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２． 役員の選任について 

 

執行役員増田 要並びに監督役員御宿 哲也、梅澤 真由美及び富山 暁子は、本投資主総会の終結の時

をもって任期満了となりますので、執行役員１名及び監督役員３名の選任について議案を提出いたしま

す。 

また、執行役員が欠けた場合又は執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠

執行役員１名の選任について議案を提出いたします。 

 

（１）執行役員候補者 

増田 要 （重任） 

 

（２） 監督役員候補者 

富山 暁子 （重任） 

松本 真輔 （新任） 

鈴木 恵美子 （新任） 

 

（３） 補欠執行役員候補者 

青木 陽幸（注） 

 

（注） 補欠執行役員候補者の青木 陽幸は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているジャパン・ホ

テル・リート・アドバイザーズ株式会社の代表取締役社長です。 

 

（役員選任の詳細につきましては、別紙「第 13 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

３． 本投資主総会等の日程 

 

2025 年 10 月 15 日 本投資主総会提出議案の役員会承認 

2025 年 10 月 31 日 本投資主総会招集通知の発送（予定） 

2025 年 11 月 26 日 本投資主総会（予定） 

 

以 上 
 

＊本投資法人のウェブサイト：https://www.jhrth.co.jp/ 
 
 
【別紙添付】第 13 回投資主総会招集ご通知 

 

https://www.jhrth.co.jp/
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